
1 

 

    真岡市議会基本条例（案） 

真岡市議会（以下「議会」という。）は、真岡市民（以下「市民」と  

いう。）から民主的に選出された真岡市議会議員（以下「議員」という。）

で構成される合議体であり、日本国憲法の定める地方自治の本旨に基づ

き、二元代表制の一翼を担う市民の代表機関及び市の意思決定機関とし

て、市民の信託に応える責務を有している。  

 議会は、その責務を自覚して政策立案機能及び行政に対する監視機能

を十分に発揮し、市長その他の執行機関（以下「市長等」という。）と

の健全な緊張関係を保持しながら、市民の意思を市政運営に適切に反映

させることにより、市民生活の向上及び市民福祉の増進を実現すること

に努めなければならない。  

 そこで、議会は、議会と議員の果たすべき役割並びに市民及び市長等

との関係を明らかにし、市民に開かれた議会運営及び議会活性化を推進

するための基本理念として、議会の最高規範である真岡市議会基本条例

をここに制定する。  

 

 

（目的）  

第１条  この条例は、議会及び議員が担うべき基本的事項を定めること

により、市民の信託に応えるため、議会を活性化し、市民が安心して

生活できる豊かなまちづくりの実現に資することを目的とする。  

 

 

（議会の運営原則）  

第２条  議会は、公正性、公平性及び透明性を確保するとともに、真に

開かれた議会を目指し、議会改革に取り組むものとする。  

２  議会は、市民に開かれた分かりやすい議会を目指し、積極的な情報

の公開及び提供に取り組むことにより、市民への説明に努めるものと

する。  

３  議会は、議案、請願又は陳情等の審議又は審査を行うほか、政策立

案及び政策提言に取り組むものとする。  

４  議会は、市長等に対し、行政運営が適切に行われているかを監視し、

及び評価するものとする。  

 前文は、議会基本条例を制定するにあたっての背景や必要性、議会と議員の果

たすべき役割等について述べ、基本理念について規定しています。 

 前文を踏まえた条例の目的を規定しています。 
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５  議会は、議案その他多様な政策等を効率的かつ詳細に審査し、又は

調査することにより、市政の課題に迅速かつ的確に対応するため、委

員会 (常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)

を適切に活用するものとする。  

 

 

（議員の活動原則）  

第３条  議員は、議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指し、

公正かつ誠実に活動しなければならない。  

２  議員は、真岡市政治倫理条例（平成１６年条例第１１号）をはじめ

法令等を遵守し、市民の代表としてふさわしい行動をとるとともに、

市の意思決定機関の一員としての責務を果たすものとする。  

３  議員は、議会活動について、市民への説明に努めるものとする。  

４  議員は、市民の意見及び市政の課題を的確に把握するとともに、市

政に反映させるため、日常の調査及び研究活動を通じて自らの資質の

向上に努めるものとする。  

５  議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを

認識し、議員相互の自由な討議を尽くすことにより、合意形成に努め

るものとする。  

 

 

（会派）  

第４条  議員は、議会活動を行うため、基本的政策及び理念が一致する

議員で会派を構成することができる。  

２  会派は、政策立案及び政策提言に資するための調査研究に努めるも

のとする。  

３  会派は、その活動について、市民への説明に努めるものとする。  

 

 議会の基本的事項として、議会改革への取組み、市民への説明、政策立案等へ

の取組み、行政運営の監視、委員会の適切な活用など、５つの運営原則を規定し

ています。 

 議員の基本的事項として、公正・誠実な活動、法令等の順守、市民への説明、

資質の向上、自由な討議による合意形成など、５つの活動原則を規定しています。 

 議会活動を行うための会派について、条例に位置付けるとともに、会派の責務

を規定しています。 
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（市民と議会との関係）  

第５条  議会は、本会議のほか、委員会を原則として公開するものとし、

議会の透明性を高めるものとする。  

２  議会は、市民の意見及び知見を審議又は審査に反映させるため、公

聴会制度及び参考人制度の活用に努めるものとする。  

３  議会は、請願、陳情等の審査に当たっては、市民が議会活動に参加

する機会を確保するため、提出者の申し出により、説明及び意見を聴

く場を設けるよう努めるものとする。  

４  議会は、多くの市民が議会及び市政に関心を持つことができるよう、

真岡市ホームページ、真岡市議会だよりその他の情報伝達手段を用い

て、広報活動の充実に努めるものとする。  

５  議会は、広く市民の意見を聴取し、議会の活性化を図るよう、議会

報告会等による広聴活動の充実に努めるものとする。  

 

 

（議会と市長等との関係）  

第６条  議会は、市長等との立場及び権能の違いを踏まえ、常に緊張あ

る関係の保持に努めるとともに、市長等の事務の執行の監視及び評価

を行うものとする。  

２  本会議における一般質問については、一問一答の方式で行うことが

できるものとし、市政の課題に関する論点及び争点を明確にして行う

ものとする。  

３  本会議、委員会その他会議において、市長等は、議長、委員長その

他当該会議の議事を進行する者の許可を得て、答弁に必要な範囲内で、

議員の質疑又は質問に対し、その趣旨又は内容を確認するための反問

をすることができる。  

４  議員は、議長が議会活動に必要と認めるときは、市長等に対し文書

質問を行い、文書による回答を求めることができる。  

 

 

（議会への提案説明等）  

第７条  議会は、市長が提案する重要な政策、予算、決算等について、

市長等に対し、形成過程を含む必要な情報を明らかにするよう求める

ものとする。  

 市民と議会との関係について、議会の透明性、公聴会制度等の活用、請願等の

審査、広報活動及び広聴活動の充実などを規定しています。 

議会と市長等との関係について、緊張のある関係の保持、事務執行の監視・評

価、一問一答方式、反問権、文書質問などを規定しています。 
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（政策提言）  

第８条  議会は、条例の提案又は議案の修正を必要に応じて行うなど、

市長等に対して積極的に政策提言を行うよう努めるものとする。  

２  議会は、前項の目的を達するため政策研究会を置くことができる。 

 

 

（議決事件の拡大）  

第９条  議会は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１

項に規定する議決事件のほか、市政に関わる特に重要な事項について

は、別に条例を定めることにより、同条第２項に基づく議決事件とす

ることができる。  

 

 

 （議員間の討議）  

第１０条  議会は、議員相互の自由な討議を積極的に行うことにより、

政策立案及び政策提言に資するよう努めるものとする。  

 

 

(研修及び調査研究 ) 

第１１条  議会は、議員の政策立案及び政策提言の能力の向上に資する

ため、議員研修の充実強化を図るものとする。  

２  議員は、政策立案及び政策提言の能力の向上を図るため、研修及び

調査研究に努めるものとする。  

議会に提案される重要な事項について、市長等に対し、形成過程などの必要な

情報を求めることを規定しています。 

 市長等から提出された議案等に対し、より良い政策とするため、議案の修正や

政策提言を積極的に行うよう努めることを規定しています。 

 また、課題分析や提言作成等の能力を補完するため、必要に応じ調査研究の場

として政策研究会を置くことができるものとします。 

 地方自治法に規定されている議決事件について、別に条例を定めることにより、

特に重要な事項について追加できることを規定しています。 

 議会は言論の府であることから、議員相互の自由な討議を積極的に行い、政策

立案に資するよう規定しています。 
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３  議会は、研修及び調査研究に要する予算の確保、情報の提供その他

必要な措置を講じるよう市長等に対し求めることができる。  

 

 

 （政務活動費）  

第１２条  会派及び議員は、市政に関する調査研究のために政務活動

費を有効に活用するとともに、その目的に従い適正に執行するもの

とし、その使途については、市民に対し、説明責任を果たすものと

する。  

 

 

 （議会事務局）  

第１３条  議会は、議会の政策立案機能、立法機能等を補助するため、

議会事務局の組織体制の充実に努めるものとする。  

 

 

 （議会図書室）  

第１４条  議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室における

図書及び資料の充実に努めるものとする。  

 

 

 （最高規範性）  

第１５条  この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他

の条例、規則、規程等は、この条例との整合を図るものとする。  

 

 議会及び議員に対し、政策立案等の能力向上のため、議員研修の充実強化を図

ることを規定しています。 

 「地方自治法」及び「真岡市議会政務活動費の交付に関する条例」等に基づき

交付される政務活動費について、議会及び議員に対し、有効活用と使途の説明責

任を果たすよう規定しています。 

 政策立案機能等を補助する議会事務局の組織体制の充実に努めること規定して

います。 

 議員の調査研究のため、議会図書室の図書・資料の充実に努めることを規定し

ています。 
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 （検証及び見直し）  

第１６条  議会は、必要に応じて、この条例の検証を行うものとし、必

要と認められる場合は、適切な措置を講ずるものとする。  

 

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成   年   月   日から施行する。  

 （真岡市委員会条例の一部改正）  

２  真岡市委員会条例（昭和４２年条例第２９号）の一部を次のように

改正する。  

  第１９条の見出しを「（委員会の公開）」に改め、同条第１項を次の

ように改める。  

   委員会は、公開とする。  

 

 

 

 本条例が真岡市議会における最高規範であることを規定しています。 

 本条例の検証を必要に応じ行い、必要がある場合は、適切な措置を講ずること

を規定しています。 

 第１項では、本条例の施行日を規定するものであり、平成３０年度からの施行

を予定しております。 

 

 第２項では、本条例第５条第１項で本会議及び委員会（常任委員会、議会運営

委員会、特別委員会）を原則公開と規定したことにより、本条例との整合性を図

るため、「真岡市委員会条例」を改正する必要が生じたため、真岡市委員会条例の

改正について、附則で規定するものであります。 


